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保護者の皆様

大仙市立西仙北中学校

校 長 千 葉 雅 一

(公印省略)

臨時休業中の授業の回復措置等についてのお知らせとお願い

これまでの新型コロナウイルス感染防止に係る臨時休業等の措置に対しましては、皆様

よりご理解とご協力を賜りまして、心より感謝申し上げます。幸い県内においては新規感

染者が発生していない状況にありますが、政府の緊急事態宣言の解除及び移動自粛の緩和

等により感染拡大予防のための気持ちが緩まないよう、今後も緊張感をもって、学校での

衛生･健康管理に努めて参りたいと思います。

さて、これまでの臨時休業により授業時間の不足が生じたことにつきましては、保護者

の皆様に大変ご心配をおかけしております。

つきましては、大仙市教育委員会より、大仙市内小・中学校同一に、次のような対応の

通知がありましたので、保護者の皆様には引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。

○夏季休業日(本来は7/20～8/20)を、7月20日(月)～8月16日(日)とします。

・8/17(月)、18日(火)、19日(水)、20日(木)は授業日となります。

○秋季休業日(本来は10/12・13)を、休業日とせず、出校とします。

・これにより後期始業式は10月12日(月)に行います。

※ 上記の授業日では、スクールバスの運行及び給食もあります。

※大仙市では、緊急事態宣言が解除されたことを踏まえ、「段階的な緩和」を実施してお

ります。国が示す「新しい生活様式」を取り入れた上での感染症予防対策にご理解とご

協力をお願いいたします。

□本件に関する問い合わせ先

大仙市立西仙北中学校 教頭 後藤 匡

TEL：0187-75-1108 FAX：0187-75-2735

E-mail nb-nishisentyu@edu.city.daisen.akita.jp


